
発議第  ２１  号  

 

 

児 童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  戸辺  滋  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  野村  誠  

〃     斉藤  真理  

 

  



児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書  

 

 今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛まし

い事件が発生し た。このような 虐待事案は、近 年、急増してお り、平成    

２８年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は１２万件を超

え、５年前と比べると倍増している。  

こうした事態を重く受け止め、政府は平成２８年、平成２９年と連続し

て児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今

回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うこ

とができなかった。  

虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐

待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみな

らず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要で

ある。  

よって政府においては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されない

ためにも、児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、下記の事項に取り組

むことを強く求める。  

記  

１  平成２９年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、

市町村における児童虐待防止体制を強化し、地方交付税措置を含めた

必要な財源を速やかに講ずること。  

２  具体的には、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確にすると

ともに、施設やＮＰＯ等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を

強化し、子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改め

ること。  

３  児童相談所間および児童相談所と市町村と警察の効果的な情報共有

ができるシステムを構築すること。  

４  全国共通ダイヤル「１８９」を児童虐待通告に一本化すること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

平成３０年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参 議 院議長         様  

内 閣 総理大臣        様  

総 務 大臣          様  

文 部 科学大臣        様  

厚 生 労働大臣        様  

国 家 公安委員長       様  

 

千葉県流山市議会   



発議第  ２２  号  

 

 

被 災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  植田  和子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

 

 

  



被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書  

 

東日本大震災から７年半、熊本地震から２年が経過した。多くの被災者

が今なお、応急仮設住宅やみなし仮設住宅で暮らしている。そして今年は、

大阪府北部地震、平成３０年７月豪雨が発生した。どの被災地であれ、一

日でも早く安心できる住まいや生活空間を得て、自らの地域で暮らすこと

が被災者の最大の願いである。  

住宅の再建は、一人ひとりの被災者の生活再建の要であるとともに、地

域への定住を促し人口流出を防ぎ、地域の活力やコミュニティを保つため

に、不可欠な公共性のある施策であり、かつ地域全体の復興を左右する重

要な課題である。  

被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 は 、 ２ 度 の 改 正 を 経 て 全 壊 家 屋 の 再 建 に 最 大   

３００万円が支給されることになったものの、現行制度だけでは不十分で

あり、住宅再建や住宅確保が加速していないことは被災現場の実態が物語

っている。加えて、孤独死など自然災害を背景にした関連死を防ぐ様々な

連携・施策が欠かせない。  

そこで、一日も早い復興と被災者の願いをかなえるために、下記の項目

について強く求める。  

記  

１  被災者生活再建支援金の拡充を図ること。  

２  被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給について、半壊を対象

に含めるなど支給対象を拡大するとともに、局地的な災害にも対応で

きるよう支給要件を緩和すること。  

３  当該支援金の支給の拡充にあたっては、国の負担割合を引き上げる

こと。  

４  被災自治体の被害状況や実情にあわせ、支援体制を拡充させること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

財務大臣          様  

法務大臣          様  

内閣府特命担当大臣     様  
（防災）  

 

千 葉 県流山市議会   



発議第  ２３  号  

 

学校、保育園等の上空への米軍機の飛行中止を求める意見書 につい

て  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  乾  紳一郎  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

 

 

 

  



学校、保育園等の上空への米軍機の飛行中止を求める意見書  

 

昨年１２月、宜野湾市の米軍普天間基地に隣接する緑ヶ丘保育園、普天

間第二小学校に、米軍ヘリからの部品や窓枠が相次いで落下するという事

故が起こった。  

事故後、米軍機が学校上空に接近するたびに、沖縄防衛局の監視員の指

示で児童が校庭から校舎に走って避難している。避難の回数は、校庭の使

用を再開した２月１３日から６月２８日まででなんと合計６３５回、多い

時は１日２９回に及ぶ。「１回の授業に３回も中断があったら授業が成り

立たない」との学校関係者の話が報道されており、まるで戦時下を想起す

る異常事態といえる。  

米 軍機 は事 故を起こしても何事もなかったかのようにすぐに飛行を再

開してしまう。ところが日本政府は米軍の言い分をうのみにして飛行再開

を容認してきた。これで主権国家の政府とは言えない。  

よって政府は、子どもたちに避難指示を出すのでなく、米軍に飛行中止

を求めるべきである。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

外務大臣          様  

文部科学大臣        様  

防衛大臣          様  

内閣府特命担当大臣     様  
（沖縄及び北方対策、  
 消費者及び食品安全、  
 海洋政策）  

 

千 葉 県流山市議会   



発議第  ２４  号  

 

 

早急な保育士等の処遇改善などを求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

 

 

  



早急な保育士等の処遇改善などを求める意見書  

 

内閣府の『教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会

議』による年次報告（平成３０年７月３０日）によれば、保育園や幼稚園、

認定こども園などの施設で２０１５年から２０１７年の３年間で、３５件

の死亡事故があった。  

その内容として、①年齢別では０歳児が１６件、１歳児が１１件となり、

０歳から１歳までで８割近くを占めている。②発生時の状況別では、睡眠

中が２５件で最も多く、そのうち半数近くがうつぶせ寝状態となっている。

③施設別では、認可外保育施設が２０件、認可保育所で９件となり、入園

から３０日以内の事故が３４％を占めていた。  

以上のことから、有識者会議では、「睡眠」「食事」「水遊び」中の事故発

生のリスクの高さを指摘し、全職員による情報共有とともに、自治体と国

に対し、認可外保育施設の指導監督の徹底を図るよう求めている。さらに、

保育士等の確保及び処遇改善・質の向上を早急かつ着実に促進することも

併せて求めている。  

その実現には、地方自治体や地方議会の取り組みはもとより、国及び政

府、そして千葉県の取り組みが必要不可欠であり、抜本的で早急な処遇改

善に向けた取り組みを重ねて強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

財務大臣          様  

厚生労働大臣        様  

内閣府特命担当大臣     様  
（少子化対策、  

  クールジャパン戦略、  
  知的財産戦略、  
  科学技術政策、  

宇宙政策）  

千葉県知事         様  

 

 

千葉県流山市議会   

 

  



発議第  ２５  号  

 

 

特 別支援学校の設置基準の策定等を求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

  



特別支援学校の設置基準の策定等を求める意見書  

 

特別支援学校は、障がいを持つ子どもや病弱な子どもが通う学校で、全

国の特別支援学校に通う在学者数は、平成３０年度１４万３３７８人と過

去最高となった。１０年間で３万１０４４人、１．３倍も増えている（平

成３０年度文部科学省学校基本調査）。今年５月時点の設置数は１１４１校

となっている。  

しかし、年々増え続ける児童生徒数に対応しきれず、各地で教育環境の

悪化が指摘されている。その背景には、幼稚園から小学校、中学校、高校、

大学、専門学校にはある「設置基準」が、特別支援学校には存在しないこ

とが理由の一つである。  

また、教員の負担が大きいことも理由である。  

医療的ケアが必要な子ども、学年に沿った教科学習が可能な情緒障がい

の子ども、個別対応が常時必要な子ども等々、在籍者の状況は多様で複雑

である。小学校では１年生から６年生まで、中学校では１年生から３年生

までが同じ教室で在籍・共学し、学年差、年齢差、具体的支援内容の差に

応じた教職員の指導力が決定的といえる。しかし、学級編成基準で定めら

れた８人の子どもを一人で担任することは負担が大きい。  

よって、国においては、下記事項を実現するよう強く要請する。  

記  

１  特別支援学校の設置基準を策定すること。  

２  平成５年に改定された第６次特別支援学級編成基準を見直すこと。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

財務大臣          様  

文部科学大臣        様  

 

千葉県流山市議会   

 

  



発議第  ２６  号  

 

 

後期高齢者医療保険制度の運営実務上、早急な改善を求める意見書

について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  小田桐  仙  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     乾  紳一郎  

 

 

 

 

 

  



後期高齢者医療保険制度の運営実務上、早急な改善を求める意見書  

 

２０１６年１２月末、後期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」とす

る。）の電算処理システム（以下、「標準システム」とする。）の設定に誤り

があることを厚生労働省が発表した。その結果、２００８年の後期高齢者

医療制度の発足以来、世帯主又はご本人が青色申告を行っている被保険者

の一部に対して、保険料均等割部分の判定が誤って行われ、本来納付すべ

き金額と異なる保険料が賦課されてしまっている。  

しかも、システム設計の誤りについて、厚生労働省は２０１１年の時点

で認識しながら、少なくとも５年間は公表しなかった。しかも、問い合わ

せのあった広域連合には計算方法を伝える一方、それ以外の広域連合には

知らせず、全国的な周知やシステム改修に取り掛かってこなかった。  

システム改修は、来年４月に予定されているものの、現場では、被保険

者数の増加に比例した業務量の増加に加え、再計算の業務や被保険者対応

など厳しさが増し、本市でもその影響が実際に出ている。  

そこで、政府及び国会に対し、保険料軽減判定における標準システムの

誤りに関し、以下の措置を至急講じることを強く求める。  

記  

１  システム改修時のチェック体制の整備及び再発防止対策の徹底を図

ること。  

２  標準システムは、更なる誤りがおきないよう検証するとともに、複

雑な事務作業を行わず、標準システム上で完結できるよう、一刻も早

く改修を行うこと。  

３  本事案により、広域連合及び市町村（特別区を含む）がその対応・

処理に要した経費については、国が全額負担すること。  

４  国と広域連合間において、疑義照会の結果等を共有することができ

る体制を構築すること。また、国が重要案件の公表等を行う場合は、

あらかじめ広域連合に十分な情報を伝えること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参 議 院議長         様  

内 閣 総理大臣        様  

財 務 大臣          様  

厚 生 労働大臣        様  

 

千葉県流山市議会  



発議第  ２７  号  

 

「 カジノ解禁実施法」の廃止等を求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  乾  紳一郎  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

 

 

 

  



「カジノ解禁実施法」の廃止等を求める意見書  

 

特定複合観光施設区域整備法（以下「カジノ解禁実施法」という。）が今

年７月２０日、国会で成立した。  

しかしカジノ解禁には、暴力団対策上の問題、マネー・ロンダリング対

策上の問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題が再燃する危険性、

青少年の健全育成への悪影響等、多数の弊害が以前から指摘され、取り除

かれていない。  

ギャンブル依存症対策として、例えばシンガポールでは、入場回数を最

大月８回に制限し、入場料は約８千円としている一方で、日本では、週３

回の入場回数制限を設けているものの、その１回は２４時間でカウントす

るため、実質は週６日、カジノに通うことが可能である。また、入場料設

定額も、カジノ施設に安易に入場することを抑止する効果をどれほど持っ

ているかを示すことができていない。  

また国会審議を通じて、在日米国商工会議所の意見書どおりに、カジノ

事業者による貸し付けやカジノ面積の拡大が法に位置付けられたことや、

カジノ推進派国会議員が開いた政治資金パーティーに対し、米国カジノ企

業がパーティー券を購入していたことも発覚した。  

昨年８月に実施された意見募集（パブリックコメント）でも、提出され

た１２３４件のうち、カジノに反対する意見が８２９件も提出され、直近

の世論調査（「毎日新聞」７月２８日、２９日）でもカジノ解禁実施法を「評

価しない」６５％で、「評価する」２０％を大きく上回っており、国民の理

解や納得は得られていない。  

国会で一度、成立したとはいえ、カジノ解禁に伴う様々な弊害が国民生

活に広がらないよう、国会、政府、与野党が英知を絞り、廃止も含め充分

なる手立てを打つよう強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

厚生労働大臣        様  

国土交通大臣        様  

内閣官房長官        様  

 

千 葉 県流山市議会   



発議第  ２８  号  

 

 

世 界 的 規 模 で 深 刻化す るプ ラス チック ごみ への 対策を 求め る意 見

書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  植田  和子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

 

 

  



世界的規模で深刻化するプラスチックごみへの対策を求める意見書  

 

プラスチックごみ（以下、プラごみ）の海洋汚染が深刻となり、関係各

国での規制に向けた動きが、いま広がっている。  

国連環境計画（ＵＮＥＰ）は今年６月、プラごみの廃棄量が３年間で約

３億トンに及び、そのうち８００万トンが海に流出していると発表した。

同時期にカナダで開催されていた主要７カ国首脳会議（Ｇ７）でも議題と

なり、「海洋プラスチック憲章」がまとめられた。内容には、２０３０年ま

でにすべてのプラスチック製品に対し、再利用やリサイクルが可能になる

ように取り組むことや、不必要な使い捨てプラスチック使用を大幅に削減

し、代替品も環境への影響を考慮することなどが盛り込まれ、英・仏・独・

伊の欧州４カ国とカナダが署名した。  

しかし、米国だけではなく、日本政府も署名を見送った。３年前から首

脳会議で議論されてきた経緯があり、また先の通常国会で、マイクロプラ

スチックの使用を抑えるよう、企業に努力義務を課すことなどを求める改

正・海岸漂着物処理推進法が、全会一致で可決・成立した時期と重なるだ

けに、非常に残念である。  

そこで、政府に対し、以下のことを要望する。  

記  

１  プラごみの流出原因などについて、徹底した調査を行い抜本的な対

策を講じること。  

２  次期首脳会議には、世界的な自然環境を守る立場から、「海洋プラス

チック憲章」に署名するとともに、米国や中国にも協力するよう働き

かけること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

経済産業大臣        様  

環境大臣          様  

経済再生担当大臣      様  

 

千 葉 県流山市議会   



 発議第  ２９  号  

 

国政選挙・地方選挙における供託金制度の見直しを求める意見書 に

ついて  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  乾  紳一郎  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     徳増  記代子  

〃     小田桐  仙  

 

 

 

  



国政選挙・地方選挙における供託金制度の見直しを求める意見書  

 

現在、国政選挙・地方選挙への立候補には高額の供託金が必要となって

いる。特に国政選挙の供託金は、選挙区で３００万円、比例区で６００万

円を要し、世界一高いといわれている。また、没収点も高いことから選挙

立候補への障壁とも指摘されている。  

立候補の自由については、憲法第４４条でも「議員及び選挙人は、人種、

信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別しては

ならない」としている。また、過去の司法判断においても「選挙権の自由

な行使と表裏の関係」であり、「自由かつ公正な選挙を維持するうえで、極

めて重要」とされ、高額な費用を用意できる者以外の立候補の自由を事実

上奪うような諸条件は解消されるべきである。  

２００９年には、高すぎる供託金の額と没収点を引き下げる法案が、衆

議院で可決され、２０１５年６月には、選挙権年齢を１８歳以上に引き下

げる改正公職選挙法が成立している。若い人々の政治参加を拡大・保障す

るためには、立候補を阻害する可能性のある制度を、再度、検討する必要

がある。  

そこで本市議会は、国及び国会に対し、より広い市民の政治参加を促進

するため、供託金制度を見直すよう求める。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

衆議院議長         様  

参議院議長         様  

内閣総理大臣        様  

法務大臣          様  

内閣官房長官        様  

 

千 葉 県流山市議会   



発議第  ３０  号  

 

 

自 由民主党衆議院議員のＬＧＢＴ差別発言に抗議し、撤回を求める

決議について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。  

平成３０年１０月２日提出  

         提出者  

流山市議会議員  徳増  記代子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  植田  和子  

〃     小田桐  仙  

〃     乾  紳一郎  

  



自由民主党衆議院議員のＬＧＢＴ差別発言に抗議し、撤回を求める決議  

 

杉田水脈衆議院議員が「新潮４５」（２０１８年８月号）に「『ＬＧＢＴ』

支援の度が過ぎる」と題した論文を寄稿した。  

そのなかで、「ＬＧＢＴのカップルのために税金を使うことに賛同を得ら

れるものでしょうか。彼ら彼女らは子どもをつくらない、つまり『生産性』

がないのです」と断定した。その他にも、性的指向および性自認等により

困難を抱えている当事者に対して侮辱的・屈辱的な主張を展開した。  

国民的な批判が広がる中で、ＬＧＢＴへの差別解消策を党の特命委員会

で検討し、議員立法提出を目指している自由民主党としても、「問題への理

解不足と関係者への配慮を欠いた表現がある」とし、同氏へ「指導」が行

われた。  

しかし、杉田氏本人は「真摯に受け止め、今後研さんに努めたい」との

コメントを出すだけで、謝罪や反省の言葉はなく、寄稿の撤回もない。  

そもそも、子どもを持つかどうかで人の価値を測り、「生産性」という経

済の尺度で線引きするなど、許されることではない。しかも、日本に暮ら

す全ての人が対象となる行政サービスに対し、ＬＧＢＴだけを外せと言わ

んばかりであり、これはもはや主義・主張や政策の範ちゅうではない。  

性的指向・性自認は本人の意思の問題ではなく、本人に選択できるもの

ではないことはこの間の運動や研究で疑いのないものとなっている。この

明白な真実を踏まえず、ただただ自分の考えのもと、特定の少数者や弱者

の人権を侵害することは、ヘイトスピーチの類いであり、ナチスの優生思

想にもつながりかねない。  

今回の杉田氏の言動は、明らかに公序良俗に反する。国民の代表として

立法権を行使し、税金の使い道を決める国会議員には不適格だと言わざる

を得ない。  

よって流山市議会は、自由民主党衆議院議員のＬＧＢＴ差別発言に抗議

し、差別発言の撤回を求める。  

以上、決議する。  

 

２０１８年１０月２日  

 

千葉県流山市議会   

 

 


